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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成24年9月13日(2012.9.13)

【公開番号】特開2011-126518(P2011-126518A)
【公開日】平成23年6月30日(2011.6.30)
【年通号数】公開・登録公報2011-026
【出願番号】特願2010-275193(P2010-275193)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｂ  33/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｂ  33/00    　　　Ｘ
   Ｂ６０Ｂ  33/00    　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月31日(2012.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム（２２）と、
　前記フレーム（２２）に、第１の水平軸を規定する第１の軸の周りに回転可能に装着さ
れ、支持面に回転進行可能に係合するように構成された車輪（１２，１４）と、
　引っ込み位置への及び引っ込み位置からの移動可能で、前記支持面に沿って、垂直に配
置された障害物の上に車輪を持ち上げられるように構成されたリフト装置（１６）であっ
て、前記リフト装置（１６）は、前記第１の軸から離れたＣ字形の細長い部材により規定
され、前記リフト装置が前記引っ込み位置にあるときに前記車軸の周囲にほぼ全体が横た
わる湾曲した中間体によって互いに連結された互いに対向する第１および第２の終端部を
備え、前記第１の終端部は、前記第１の軸から離れた第２の軸の周りに旋回可能で個別に
前記フレームに装着されて第２の水平軸を規定し、前記第２の軸は前記車輪の周囲の外側
に位置し、前記第２の終端部は、前記障害物と協業して前記車輪を持ち上げる、前記中間
体に対して回転不能な先端部と、接触面とを規定する、リフト装置（１６）と、
　前記フレームの下部と、前記第１および第２の終端部の間にある湾曲した前記中間体の
中間点との間に個別に位置するバネ部材と
を有し、
　前記リフト装置（１６）の前記接触面（９０）と前記先端部は前記障害物に最初に接触
するようになっており、そして前記リフト装置（１６）は、前記車輪（１２，１４）が前
記障害物の上に持ち上げられて平行移動するように、前記第１の終端部（２６）を中心に
して旋回するように構成されており、
　前記バネ部材が、前記車輪（１２，１４）が妨害されずに動作することができる完全引
っ込み位置に前記リフト装置（１６）をバイアスするように構成されているコイル・バネ
を備えること
を特徴とする車輪システム（１０）。
【請求項２】
　前記フレーム（２２）は、旋回柱（２０）を受け入れるようになっているフレーム開口
（５６）を画成している、請求項１に記載の車輪システム（１０）。
【請求項３】
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　更に、前記旋回柱（２０）に堅固に装着された装着用板（１８）を有している請求項１
に記載の車輪システム（１０）。
【請求項４】
　前記車輪（１２，１４）は一対の車輪（１２，１４）を有しており、その場合、前記リ
フト装置（１６）は軸方向に見て前記一対の車輪（１２，１４）の間に少なくとも部分的
に配置されている、請求項１に記載の車輪システム（１０）。
【請求項５】
　前記フレーム（２２）は、前記バネ（２４）の第１の端部（７０）を受けるようになっ
ているバネ用柱（６２）を有し、また前記リフト装置（１６）は、前記バネ（２４）の第
２の端部（７２）を受けるようになっているバネ用タブ（４０）を有している、請求項１
に記載の車輪システム（１０）。
【請求項６】
　前記リフト装置（１６）の前記接触面（９０）は放射状の輪郭を持っている、請求項１
に記載の車輪システム。
【請求項７】
　フレーム（２２）と、
　前記フレーム（２２）に、第１の水平軸を規定する第１の軸の周りに回転可能に装着さ
れ、支持面に回転進行可能に係合するように構成された一対の車輪（１２，１４）と、
　前記一対の車輪（１２，１４）の間に少なくとも部分的に配置されたリフト装置（１６
）であって、前記リフト装置（１６）は、引っ込み位置への及び引っ込み位置からの移動
可能で、前記支持面に沿って、垂直に配置された障害物の上に車輪を持ち上げられるよう
に構成され、前記リフト装置（１６）は、前記第１の軸から離れたＣ字形の細長い部材に
より規定され、前記リフト装置が前記引っ込み位置にあるときに前記車軸のそれぞれの周
囲にほぼ全体が横たわる湾曲した中間体によって互いに連結された互いに対向する第１お
よび第２の終端部を備え、前記第１の終端部は、前記第１の軸から離れた第２の軸の周り
に旋回可能で個別に前記フレームに装着されて第２の水平軸を規定し、前記第２の軸はそ
れぞれの前記車輪の周囲の外側に位置し、前記第２の終端部は、前記障害物と協業して前
記車輪を持ち上げる、前記中間体に対して回転不能な先端部と、接触面とを規定する、リ
フト装置（１６）と、
　前記フレームの下部と、前記第１および第２の終端部の間にある湾曲した前記中間体の
中間点との間に個別に位置するバネ部材と
を有し、
　前記リフト装置（１６）の前記接触面（９０）と前記先端部は前記障害物に最初に接触
するようになっており、そして前記リフト装置（１６）は、前記車輪（１２，１４）が前
記障害物の上に持ち上げられて平行移動するように、前記第１の終端部（２６）を中心に
して旋回するように構成されており、
　前記バネ部材が、前記車輪（１２，１４）が妨害されずに動作することができる完全引
っ込み位置に前記リフト装置（１６）をバイアスするように構成されているコイル・バネ
を備えること
を特徴とする車輪システム（１０）。
【請求項８】
　前記フレーム（２２）は、旋回柱（２０）を受け入れるようになっているフレーム開口
（５６）を画成している、請求項７に記載の車輪システム（１０）。
【請求項９】
　更に、前記旋回柱（２０）に堅固に装着された装着用板（１８）を有する請求項７に記
載の車輪システム（１０）。
【請求項１０】
　前記フレーム（２２）は、前記バネ（２４）の第１の端部（７０）を受けるようになっ
ているバネ用柱（６２）を有し、また前記リフト装置（１６）は、前記バネ（２４）の第
２の端部（７２）を受けるようになっているバネ用タブ（４０）を有している、請求項１
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に記載の車輪システム（１０）。
【請求項１１】
　前記リフト装置（１６）の前記接触面（９０）は放射状の輪郭を持っている、請求項１
に記載の車輪システム。
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